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　市では各庁舎でクールビズを実

施しています。例年、５月１日か

ら９月 30 日まで実施しています

が、近年は気温が高めに推移して

いることなどから、本年度より５

月１日から 10 月 31 日まで行うこ

とにしました。

　地球温暖化防止のための節電対

策として、庁舎の冷房稼働を必要

最小限に控え、職員は軽装で勤務

します。取り組みへのご理解をお

願いします。

　また、市民や企業・団体の皆さ

んも、可能な範囲でクールビズへ

のご協力をお願いします。

■問い合わせ　本庁生活環境課環

境係（☎ 34-2340）

　都市計画法の規定に基づき、４

月９日に都市計画用途地域と特別

用途地区を変更したので、お知ら

せします。変更した都市計画は縦

覧場所で確認することができます。

■縦覧場所　江刺総合支所２階都

市計画課

■問い合わせ　本庁都市計画課計

画係（江刺総合支所・☎ 34-1661）

　働くことに踏み出そうとする人

の就労を支援します。

■日時　６月２日水、16 日水午

前 10 時～午後３時

■場所　メイプル地下

■対象者　15 歳から 49 歳までの

求職者、家族など

■内容　午前中…楽しみながらコ

ミュニケーション力を身に付ける

セミナーや作業訓練など、午後…

個別相談（前日までに要予約）

■費用　無料

■問い合わせ・申込先　いちのせ

き若者サポートステーション（☎

0191-48-4467）

　東京電力福島第１原発事故によ

り出荷制限されているサンショウ

の実について、出荷制限解除に向

けた検査を行います。検査するた

めにサンショウの木を探していま

すので、市内で実が付く木の場所

を知っている人は、情報をお寄せ

ください。

■問い合わせ・連絡先　県南広域

振興局林業振興課（☎ 22-2871）

　地震や武力攻撃などの発生時に

備え、全国瞬時警報システム（Ｊ

アラート）※を用いた情報伝達訓

練を実施します。

■日時　５月 19 日、10 月６日、

４年２月16日（毎回水）午前11時～

■訓練内容　奥州エフエムや防災

行政無線（衣川地域）の放送、登

録制メール配信

※Ｊアラート＝地震・津波や武力

攻撃などの緊急情報を、国から人

工衛星などを通じて瞬時に伝える

システム

■問い合わせ　本庁危機管理課防

災保安係（☎ 34-2236）

　「全集中　ゆとりの呼吸で　安

全作業」をスローガンに、６月

15 日まで県農作業安全月間が展

開されています。次のことに気を

付け、農作業事故を未然に防ぎま

しょう。

〇農地は事前に点検し、危険箇所

に目印を付けたり、修繕をしたり

しておきましょう

〇トラクターには安全フレームを

装着し、シートベルトを締め、ヘ

ルメットを被って走行しましょう

〇作業機を付けて公道を走行する

際の注意点を再確認しましょう

〇エンジンを停止してから農業機

械を点検しましょう

〇移動中や夜間作業中は、衣服や

農業機械に反射材を付けましょう

〇風の強い日や乾燥している日の

野焼きは控えましょう

〇小まめに水分補給をするなど熱

中症対策を心掛けましょう

■問い合わせ　本庁農政課農産係

（☎ 34-1583）

　現在配布している「歴史公園え

さし藤原の郷・えさし郷土文化館

奥州市民パスポート」は、５月

31 日が有効期限となっています。

有効期限を過ぎても、えさし藤原

の郷やえさし郷土文化館の入場窓

口で提示すると、利用料金が半額

になる割引が受けられます。また、

市民であることが確認できる免許

証などを提示しても割引が受けら

れます。

■問い合わせ　本庁商業観光課観

光物産係（☎ 34-1760）

緊急告知ラジオなどを

用いた情報伝達訓練

農作業事故ゼロを目指そう

市民パスポートは期限

経過後も利用可能です
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都市計画用途地域と特別

用途地区を変更しました

いちサポ

おうしゅうルーム

サンショウの生育地を

お知らせください

クールビズのお知らせ

　市は、奥州商工会議所と前沢商工会に事業を委託し、新型コロナウ

イルス感染症により大きな影響を受けている中小企業者（個人事業主

を含む）などへ給付金を支給しています。詳細は、事業所や店舗など

がある地域の商工会議所・商工会へご相談ください。

■対象者　次の条件を満たす事業者

①新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが大きく減少している

②市内に事業所・店舗などを有する中小企業者

③感染症対策などに取り組みながら事業継続を目指している　など

■支給額　２万 5,000 円～ 15 万円　※減少率や減少額に応じて支給

■申請期限　６月 30 日水
■その他　商工会議所などの会員でない事業者も申請可能

■問い合わせ・申請先　奥州商工会議所本所（☎ 24-3141）

および各支所、前沢商工会（☎ 56-2105）

■■ 中小企業事業継続給付金のお知らせ ■■

　６月１日を調査基準日として、全国全ての事業所を対象に「経済セ

ンサス -活動調査」が実施されます。全ての産業分野で、事業所・企

業の活動状況を全国的・地域別に明らかにするための重要な調査です。

統計法に基づく調査であり、事業所は回答する義務があります。調査

へのご協力をお願いします。

■対象　全国全ての事業所

■調査方法　調査票は、５月 20 日以降に、調査員が、感染症対策を行っ

た上で、調査対象事業所を訪問して届けます。調査員は、調査員証と

従事者用腕章を身に付けていますのでご確認ください

■回答方法　紙の調査票への記入とインターネットによる回答のどち

らかを選択できますが、便利なインターネットでの回答がおすすめで

す。できる限りインターネットでの回答にご協力をお願いします

■調査内容の用途　いただいた内容は統計作成の目的以外（税の資料

など）に使用されることは絶対にありません。安心してご回答ください

■問い合わせ　本庁政策企画課統計係（江刺総合支所・☎ 34-2127）

■■ 経済センサス活動調査を行います ■■

市ホームページ▶
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